
（様式２） 

特別顧問・特別参与が従事した職務の遂行に係る情報（事後公表） 

 

議 題 副首都・大阪の確立、発展に向けた取組みについて 

日 時 平成 29年８月１日(火) 12時 40分 ～ 13時 10分 

場 所 大阪市役所 会議室 

出 席 者 

(特別顧問・特別参与)：上山特別顧問 

 

(職員等)：  

副首都推進局副首都企画推進担当部長、事業再編担当課長、 

課長代理 

大阪府健康医療部環境衛生課長、参事、課長補佐 

大阪市水道局経営改革担当部長、経営改革課長、課長代理、 

計画課長、課長代理 

論 点 ○府域水道事業のあり方について 

主 な 意 見 

 

・水道は都市機能や都市競争力に欠かせないものであり、将来に

渡って安定的に供給できるのかという観点から、水道法改正（予

定）も踏まえて住民目線のアウトカム指標で水道事業の分析・

点検をするべき。 

・府域水道行政を担う大阪府が、大阪市の協力を得ながら、検討

していくべき。 

 

結 論 特別顧問のご意見を踏まえ、引き続き検討を進める。 

説明等資料  

備 考  

関 係 部 局 

（ 室 課 ） 
健康医療部環境衛生課 

 


